


（訳文） 

 

 

委任状 

 

 

 台湾、台北市、信義区、忠孝東路五段 68 號、20 階に主たる事務所を有する

Neuberger Berman Taiwan (Site) Limited（以下「当社」という。）は、金融商品

取引法第二章の三「株券等の大量保有の状況に関する開示」に規定する各種の報告

書及び届出書（これらの写しを含む。）並びにこれらに関連する書類の作成、提出

及び送付、並びに当該報告書及び届出書の提出の実施に関し必要又は適当であると

認められる一切の行為を行う者として、次の者を任命する。 

 

ニューバーガー・バーマン株式会社 

〒100-6512 東京都千代田区丸の内一丁目５番１号 新丸の内ビルディング 12階 

 

 本委任状は、台湾／中華民国の法律に準拠するものとする。 

 

 上記の証として、当社は、2019年 11月５日、本委任状を締結した。 

 

 

Neuberger Berman Taiwan (Site) Limited 

 

  (公印）     

ニック・ホア 

チェアマン 
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